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報第８号

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、道

路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解につい

て、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年４月２２日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

道路の管理の瑕疵に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解に

ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分する。

令和６年３月１９日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 相手方

住所

氏名

２ 事故の概要

令和５年１１月２６日午後４時００分ごろ、狐井５５０番１先の市道１０

－４号線を相手車が北方向へ走行中、アスファルト舗装の崩落部分に相手車

の左側車輪が落ち込み、相手車の左底部が破損したものである。

３ 和解条項

(1) 香芝市は、相手方に対し、本件事故に対する損害賠償として４１，７６

９円の支払義務があることを認め、これを支払う。

(2) 香芝市及び相手方は、互いに本和解条項に定めるもののほか、本件請求

原因事項に関し、何ら債権、債務を有しないことを確認する。

４ 所管課

都市創造部公園道路管理課
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報第９号

損害賠償の額の決定及び和解の専決処分の報告について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、公

用車の運行に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解について、

次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。

令和６年４月２２日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

公用車の運行に起因して発生した事故の損害賠償の額の決定及び和解につい

て、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、

次のとおり専決処分する。

令和６年４月１２日

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 相手方

住所

氏名

２ 事故の概要

令和６年２月２０日午前１０時００分ごろ、近鉄下田駅南側の駅前広場に

進入するため、国道１６８号の右折車線を北方向へ走行していたところ、渋

滞で停車していた左側直進車線の車両の間から飛び出してきた相手方自転車

と接触し、破損させたものである。

３ 和解条項（物件損害に限る。）

(1) 香芝市は、相手方に対し、本件事故に対する損害賠償として４３，７２

５円の支払義務があることを認め、これを支払う。

(2) 香芝市及び相手方は、互いに本和解条項に定めるもののほか、本件請求

原因事項に関し、何ら債権、債務を有しないことを確認する。

４ 所管課

生活安全部生活安全課
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報第１０号

令和４年度香芝市一般会計歳入歳出決算不認定に係る措置

について

令和４年度香芝市一般会計歳入歳出決算の不認定を踏まえ、必要な措置を講

じたので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第７項の規定に

より、次のとおり報告する。

令和６年４月２２日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏

１ 不認定となった日

令和５年９月２７日

２ 不認定の理由

(1) 調定額及び不納欠損処理について不正確な処理を行ったことから、令和

４年度香芝市一般会計歳入歳出決算について不認定とされたもの

(2) 滞納処分の執行停止通知が過去１０年間で１通も発送されていないこと

から、令和４年度香芝市一般会計歳入歳出決算について不認定とされたも

の

(3) 歳計現金に歳入歳出外現金が含まれており、決算書、決算説明書及び実

質収支に関する調書の数値が間違いであることから、令和４年度香芝市一

般会計歳入歳出決算について不認定とされたもの

３ 講じた措置の内容

(1) 上記２（１）の不認定の理由を踏まえ、次のとおり必要な措置を講じた。

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１８条第１項の規定による時効
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の完成により、令和５年３月２４日に徴収権が消滅した延滞金において、令

和４年度に不納欠損処理をすべきところ、収納未済額として翌年度に繰り越

されていたことについては、令和５年１１月６日に不納欠損処理を行った。

また、同項の規定により令和５年５月８日に徴収権が消滅した延滞金におい

ても、令和５年１１月６日に不納欠損処理を行った。

(2) 上記２（２）の不認定の理由を踏まえ、次のとおり必要な措置を講じた。

地方税法第１５条の７第２項の規定による滞納者への執行停止通知を怠っ

ていたことから、令和６年３月１１日に執行停止通知を行った。

(3) 上記２（３）の不認定の理由を踏まえ、次のとおり必要な措置を講じた。

不当利得返還金において、歳入歳計外現金とすべきところ歳計現金として

不適切な歳入処理を行ったことについては、是正措置の検討中に最高裁判所

の上告棄却の判決があり、大阪高等裁判所の判決が確定したことにより歳計

現金の扱いとなった。
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承第１号

香芝市税条例の一部を改正する条例の専決処分の

報告及び承認について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、香

芝市税条例の一部を改正する条例について、次のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により報告し、その承認を求める。

令和６年４月２２日報告

香芝市長 福 岡 憲 宏
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専 決 処 分 書

香芝市税条例の一部を改正する条例を地方自治法（昭和２２年法律第６７号

）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。

令和６年３月３０日

香芝市長 福 岡 憲 宏
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香芝市税条例の一部を改正する条例

香芝市税条例（昭和３２年条例第２号）の一部を次のように改正する。

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を

加える。

ただし、市長が、当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかで

あり、かつ、市民税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。

第５１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書を

加える。

ただし、市長が、当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当

することが明らかであり、かつ、固定資産税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。

第７１条第３項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」

に改める。

第１３９条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただ

し書を加える。

ただし、市長が、当該者が所有し、又は取得する土地が同項各号のいずれ

かに該当することが明らかであり、かつ、特別土地保有税を減免する必要が

あると認める場合は、この限りでない。

第１３９条の３第３項中「によって」を「により」に改める。

附則第５条の４の次に次の４条を加える。

（令和６年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第５条の５ 令和６年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の８第４項及

び第５項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和６年度分特別

税額控除額を、前年の合計所得金額が１，８０５万円以下である所得割の納

税義務者（次条及び附則第５条の７において「特別税額控除対象納税義務者

」という。）の第３４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第

３条の３第２項、附則第５条第１項、附則第５条の３の２第１項、前条及び

附則第７条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４条の７第２項、第４７条の５

第１項及び前条の規定の適用については、第３４条の７第２項及び前条中「

附則第５条の６第２項」とあるのは「附則第５条の６第２項及び第５条の８

第６項」と、第４７条の５第１項中「課した」とあるのは「附則第５条の５

第１項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と、「の前々年中」
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とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」

と、「、前々年中」とあるのは「、附則第５条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における前々年中」とする。

（令和６年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例）

第５条の６ 令和６年度分の個人の市民税に限り、個人の市民税の納税通知書

に記載すべき各納期の納付額については、第４１条の規定にかかわらず、次

に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の

市民税の額（前条第１項の規定の適用がないものとした場合に算出される

普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。）、特別税額控除前の普通徴収

に係る個人の県民税の額（法附則第５条の８第１項及び第２項の規定の適

用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額を

いう。）及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額（以下この号におい

て「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。）から

その者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴収に係る個人の県民税

の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額（以下この

項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。）

がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を４で除し

て得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金

額の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。）に３を乗じ

て得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額

から控除した残額に相当する金額（以下この項において「第１期分金額」

という。）に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納

付額は、第４０条第１項に規定する第１期の納期（以下この項、次項及び

次条第１項において「第１期納期」という。）においてはその者の第１期

分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除

した額とし、その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分金額

とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記

載すべき各納期の納付額は、第１期納期においてはないものとし、第４０

条第１項に規定する第２期の納期（以下この項及び次条第１項において「

第２期納期」という。）においてはその者の第１期分金額とその者の分割

金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除
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額を控除した額とし、第４０条第１項に規定する第３期の納期（以下この

項において「第３期納期」という。）及び同条第１項に規定する第４期の

納期（以下この項において「第４期納期」という。）においてはその者の

分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり、

かつ、その者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額と

の合計額に満たない場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納付

額は、第１期納期及び第２期納期においてはないものとし、第３期納期に

おいてはその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額

との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を

控除した額とし、第４期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額

控除額がその者の第１期分金額とその者の分割金額に２を乗じて得た金額

との合計額以上である場合には、当該納税通知書に記載すべき各納期の納

付額は、第１期納期、第２期納期及び第３期納期においてはないものとし、

第４期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額、普通徴

収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額と

する。

２ 令和６年度分の個人の市民税（第１期納期から第４７条第１項の規定によ

り普通徴収の方法によって徴収されることとなったものを除く。）を同項の

規定により普通徴収の方法によって徴収する場合については、前項の規定は、

適用しない。

（令和６年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例）

第５条の７ 令和６年度分の個人の市民税に限り、第４７条の２第１項の規定

により特別徴収の方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人

の市民税（第３項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」とい

う。）の額及び同条第２項の規定により普通徴収の方法によって徴収すべき

公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については、次に定めるとこ

ろによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の

市民税の額（附則第５条の５第１項の規定の適用がないものとした場合に

算出される第４７条の２第１項に規定する前年中の公的年金等に係る所得

に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額

を含む。以下この号及び第５号において同じ。）の合算額（以下この号及
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び第５号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」とい

う。）をいう。以下この号及び第３項第１号において同じ。）からその者

の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額（以下この

項及び第３項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額」という。）がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税

の額（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控

除前の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に係

る個人の市民税の額の２分の１に相当する額をいう。以下この号において

同じ。）を控除した額をいう。以下この号において同じ。）を２で除して

得た金額（当該金額に１，０００円未満の端数があるとき、又は当該金額

の全額が１，０００円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切

り捨てた金額。以下この項において「第２期分金額」という。）をその者

の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に

相当する金額（以下この項において「第１期分金額」という。）に満たな

い場合には、第１期納期及び第２期納期に普通徴収の方法によって徴収す

べき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項において

「普通徴収対象税額」という。）並びに第４７条の３に規定する特別徴収

対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収すべき公的年

金等に係る所得に係る個人の市民税の額（以下この項及び第３項において

「特別徴収対象税額」という。）は、第１期納期においてはその者の第１

期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額

を控除した残額に相当する税額、第２期納期においてはその者の第２期分

金額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月

３０日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人

の市民税の額を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、その端数金額

又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。

）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人

の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項において「１

０月分金額」という。）に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額以上であり、かつ、その者の第１期分

金額とその者の第２期分金額との合計額に満たない場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期における税額はないものとし、
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第２期納期においてはその者の第１期分金額とその者の第１期分金額との

合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を

控除した残額に相当する税額、当該年度の初日の属する年の１０月１日か

ら１１月３０日までの間においてはその者の１０月分金額に相当する税額、

同年１２月１日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額とその者の第２期分金額との合計額以

上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその

者の１０月分金額の合計額に満たない場合には、普通徴収対象税額及び特

別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期における税額はないものと

し、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間に

おいてはその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の１０

月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税

額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１日から翌年の３月

３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額及びその者の

１０月分金額の合計額以上であり、かつ、その者の第１期分金額、その者

の第２期分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額に

満たない場合には、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納

期及び第２期納期並びに当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１

月３０日までの間における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年

の１月３１日までの間においてはその者の第１期分金額、その者の第２期

分金額、その者の１０月分金額及びその者の分割金額の合計額からその者

の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相

当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその者の分

割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の第１期分金額、その者の第２期分金額、その者の１

０月分金額及びその者の分割金額の合計額以上である場合には、普通徴収

対象税額及び特別徴収対象税額は、第１期納期及び第２期納期並びに当該

年度の初日の属する年の１０月１日から翌年の１月３１日までの間におけ

る税額はないものとし、同年２月１日から３月３１日までの間においては

その者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額と
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する。

２ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用について

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年

金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とある

のは、「附則第５条の７第１項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。

３ 令和６年度分の個人の市民税に限り、年金所得に係る特別徴収の個人の市

民税の額（第１項の規定の適用があるものを除く。）については、次に定め

るところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額

（特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第４７条の５第

１項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下

この号において同じ。）を３で除して得た金額（当該金額に１００円未満

の端数があるとき、又は当該金額の全額が１００円未満であるときは、そ

の端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金

額」という。）に２を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴

収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額（以下この項

において「１０月分金額」という。）に満たない場合には、特別徴収対象

税額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの

間においてはその者の１０月分金額からその者の年金所得に係る個人の市

民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額、同年１２月１

日から翌年の３月３１日までの間においてはその者の分割金額に相当する

税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額がその者の１０月分金額以上であり、かつ、その者の１０月分

金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には、特別徴収対象税

額は、当該年度の初日の属する年の１０月１日から１１月３０日までの間

における税額はないものとし、同年１２月１日から翌年の１月３１日まで

の間においてはその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額から

その者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残

額に相当する税額、同年２月１日から３月３１日までの間においてはその

者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別
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税額控除額がその者の１０月分金額とその者の分割金額との合計額以上で

ある場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の初日の属する年の１０月

１日から翌年の１月３１日までの間における税額はないものとし、同年２

月１日から３月３１日までの間においてはその者の第４７条の５第２項の

規定により読み替えられた第４７条の２第１項に規定する年金所得に係る

特別徴収税額に相当する税額とする。

４ 前項の規定の適用がある場合における第４７条の４の規定の適用について

は、同条第２項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する

年の１０月１日から翌年の３月３１日までの間における当該特別徴収対象年

金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とある

のは、「附則第５条の７第３項各号に規定する特別徴収の方法によって徴収

すべき額」とする。

５ 令和６年度分の個人の市民税につき第４７条の６第１項の規定の適用があ

る場合については、前各項の規定は、適用しない。

（令和７年度分の個人の市民税の特別税額控除）

第５条の８ 令和７年度分の個人の市民税に限り、法附則第５条の１２第３項

及び第４項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和７年度分特

別税額控除額を、同条第３項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第３

４条の３、第３４条の６から第３４条の９まで、附則第３条の３第２項、附

則第５条第１項、附則第５条の３の２第１項、附則第５条の４及び附則第７

条の２の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

附則第８条の２第１５項を削り、同条第１４項を同条第１５項とし、同条第

１３項中「附則第１５条第２５項第３号ハ」を「附則第１５条第２５項第４号

ハ」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第１５条第２５

項第３号ロ」を「附則第１５条第２５項第４号ロ」に改め、同項を同条第１３

項とし、同条第１１項中「附則第１５条第２５項第３号イ」を「附則第１５条

第２５項第４号イ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「附則

第１５条第２５項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同

項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第１５条第２５項第２号ロ」を「

附則第１５条第２５項第３号ロ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８

項中「附則第１５条第２５項第２号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」

に改め、同項を同条第９項とし、同条第７項の次に次の１項を加える。

８ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設備について同号に規定する条

例で定める割合は、７分の６とする。

附則第８条の２第１６項中「附則第１５条第３３項」を「附則第１５条第３
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２項」に改め、同条第１７項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第

３７項」に改め、同条第２１項を同条第２２項とし、同条第２０項を同条第２

１項とし、同条第１９項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４２

項」に改め、同項を同条第２０項とし、同条第１８項中「附則第１５条第４２

項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同条第１９項とし、同条第１

７項の次に次の１項を加える。

１８ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。

附則第８条の３第１４項を同条第１５項とし、同条第１３項中「附則第７条

第１７項」を「附則第７条第１８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条

第１２項中「附則第７条第１６項各号」を「附則第７条第１７項各号」に改め、

同項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７条第１１項各号」を「附

則第７条第１２項各号」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１０項中「

附則第７条第１０項各号に規定する」を「附則第７条第１１項各号に掲げる」

に改め、同項を同条第１１項とし、同条第９項中「附則第７条第９項各号」を

「附則第７条第１０項各号」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第８項中

「附則第７条第８項各号」を「附則第７条第９項各号」に改め、同項を同条第

９項とし、同条中第７項を第８項とし、第３項から第６項までを１項ずつ繰り

下げ、同条第２項の次に次の１項を加える。

３ 市長は、法附則第１５条の７第１項又は第２項の認定長期優良住宅のうち

区分所有に係る住宅については、前項の申告書の提出がなかった場合におい

ても、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

第５条第４項に規定する管理者等から、法附則第１５条の７第３項に規定す

る期間内に施行規則附則第７条４項に規定する書類の提出がされ、かつ、当

該区分所有に係る住宅が法附則第１５条の７第１項又は第２項に規定する要

件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項又

は第２項の規定を適用することができる。

附則第９条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、同条第８号中「附則第１９条の３第５項」を「附

則第１９条の３第４項」に改める。

附則第９条の２の見出し中「令和４年度又は令和５年度」を「令和７年度又

は令和８年度」に改め、同条第１項中「令和４年度分又は令和５年度分」を「

令和７年度分又は令和８年度分」に改め、同条第２項中「令和４年度適用土地

又は令和４年度類似適用土地」を「令和７年度適用土地又は令和７年度類似適

用土地」に、「令和５年度分」を「令和８年度分」に改める。
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附則第１０条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条第１項中「令和３年度から令和５年度まで

」を「令和６年度から令和８年度まで」に改め、「（商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」及び「（令和３年度分の

固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条

第２項及び第３項中「令和４年度分及び令和５年度分」を「令和６年度から令

和８年度までの各年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「令和３年度から

令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に改める。

附則第１１条の見出し中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度

から令和８年度まで」に改め、同条中「令和３年度から令和５年度まで」を「

令和６年度から令和８年度まで」に改め、「。以下この項において同じ。」及

び「（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標

準額）」を削る。

附則第１１条の２第４項を削る。

附則第１１条の３第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年

度から令和８年度まで」に改め、「（令和３年度分の固定資産税にあっては、

前年度分の固定資産税の課税標準額）」を削り、同条第２項中「令和４年度分

及び令和５年度分」を「令和６年度から令和８年度までの各年度分」に改める。

附則第１２条中「又は第４項」を削る。

附則第１３条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度か

ら令和８年度まで」に改め、同条第２項中「令和６年３月３１日」を「令和９

年３月３１日」に改める。

附則第１４条の３第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１４条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第１４条の４第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１４条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第１５条第３項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割
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の額並びに附則第１５条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１６条第５項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１６条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１７条第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１８条第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。

附則第１８条の２第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１８条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第１８条の２第５項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１８条の２第３項後段の規定による市民税の所得割の額

」とする。

附則第１８条の３第２項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１８条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と

する。

附則第１８条の３第５項に次の１号を加える。

(5) 附則第５条の５及び附則第５条の８の規定の適用については、附則第５

条の５第１項及び附則第５条の８中「所得割の額」とあるのは、「所得割

の額並びに附則第１８条の３第３項後段の規定による市民税の所得割の額

」とする。

附 則

（施行期日）
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第１条 この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（固定資産税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の香芝市税条例

の規定中固定資産税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、令和５年度分までの固定資産税については、なお従前の例

による。

２ 令和２年４月１日から令和６年３月３１日までの間に新たに取得された地

方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）第１条の規定による

改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第４項において「

旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー

発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

３ 平成２９年４月１日から令和６年３月３１日までの間に受けた旧法附則第

１５条第３２項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保

育施設の用に供する固定資産に対して課する固定資産税については、なお従

前の例による。

４ 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（令和２年法律第４３号）の

施行の日から令和６年３月３１日までの間に整備された旧法附則第１５条第

３９項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課

する固定資産税については、なお従前の例による。
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議第４０号

令和６年度香芝市一般会計補正予算（第１号）について

令和６年度香芝市一般会計補正予算（第１号）について、別紙のとおり議決

を求める。

令和６年４月２２日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏
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同第２号

香芝市教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて

令和６年４月３０日付けで任期満了予定の香芝市教育委員会教育長の任命に

ついて、次の者を本市教育委員会教育長に任命したいので、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定に

より、議会の同意を求める。

令和６年４月２２日提出

香芝市長 福 岡 憲 宏

住 所 氏 名 生 年 月 日


